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区分所有法制部会参考資料 ９ 

 

 

参照条文・資料集（区分所有法制部会資料５関係） 

 

○ 民法（明治２９年法律第８９号）（令和３年法律第２４号による改正後のもの） 

（所有者不明土地管理命令） 

第二百六十四条の二 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができな

い土地（土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所

在を知ることができない土地の共有持分）について、必要があると認めるときは、利害関係人

の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人（第四

項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。）による管理を命ずる処分（以下「所有

者不明土地管理命令」という。）をすることができる。 

２ 所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地（共有

持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地）

にある動産（当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する

者が所有するものに限る。）に及ぶ。 

３ 所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地

管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は

共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により

所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。 

４ 裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、

所有者不明土地管理人を選任しなければならない。 

（所有者不明土地管理人の権限） 

第二百六十四条の三 前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所

有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が

及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産（以下「所

有者不明土地等」という。）の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。 

２ 所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得

なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはでき

ない。 

一 保存行為 

二 所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 

（所有者不明土地等に関する訴えの取扱い） 

第二百六十四条の四 所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関す

る訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。 

（所有者不明土地管理人の義務） 

第二百六十四条の五 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者（その共有持分を有

する者を含む。）のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。 
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２ 数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明

土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、

誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。 

（所有者不明土地管理人の解任及び辞任） 

第二百六十四条の六 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損

害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者

不明土地管理人を解任することができる。 

２ 所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することが

できる。 

（所有者不明土地管理人の報酬等） 

第二百六十四条の七 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用

の前払及び報酬を受けることができる。 

２ 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明

土地等の所有者（その共有持分を有する者を含む。）の負担とする。 

（所有者不明建物管理命令） 

第二百六十四条の八 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができな

い建物（建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所

在を知ることができない建物の共有持分）について、必要があると認めるときは、利害関係人

の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人（第四

項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。）による管理を命ずる処

分（以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。）をすることができる。 

２ 所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物（共有

持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物）

にある動産（当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する

者が所有するものに限る。）及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建

物の敷地に関する権利（賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利（所有権を除く。）であ

って、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有

するものに限る。）に及ぶ。 

３ 所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物

管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は

共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の

管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認め

るときも、することができる。 

４ 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、

所有者不明建物管理人を選任しなければならない。 

５ 第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管

理人について準用する。 

 （管理不全土地管理命令） 

第二百六十四条の九 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権
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利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要が

あると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人

（第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。）による管理を命ずる処分（以下「管

理不全土地管理命令」という。）をすることができる。 

２ 管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産

（当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有

するものに限る。）に及ぶ。 

３ 裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管

理不全土地管理人を選任しなければならない。 

 （管理不全土地管理人の権限） 

第二百六十四条の十 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管

理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地

管理人が得た財産（以下「管理不全土地等」という。）の管理及び処分をする権限を有する。 

２ 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得な

ければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗す

ることはできない。  

 一 保存行為 

 二 管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 

３ 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所

有者の同意がなければならない。 

 （管理不全土地管理人の義務） 

第二百六十四条の十一 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理

者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。 

２ 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有

する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。 

 （管理不全土地管理人の解任及び辞任） 

第二百六十四条の十二 管理不全土地管理人がその任務に違反して管理不全土地等に著しい損害

を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全

土地管理人を解任することができる。 

２ 管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することがで

きる。 

 （管理不全土地管理人の報酬等） 

第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の

前払及び報酬を受けることができる。 

２ 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等

の所有者の負担とする。 

 （管理不全建物管理命令） 

第二百六十四条の十四 裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の

権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要
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があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理

人（第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。）による管理を命ずる

処分（以下この条において「管理不全建物管理命令」という。）をすることができる。 

２ 管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産（当該

管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するも

のに限る。）及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利（賃借権その他の使用及び

収益を目的とする権利（所有権を除く。）であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた

建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。）に及ぶ。 

３ 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管

理不全建物管理人を選任しなければならない。 

４ 第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人

について準用する。 
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○ 非訟事件手続法（平成２３年法律第５１号）（令和３年法律第２４号による改正後のもの） 

（所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令） 

第九十条 民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の

所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、所有者

不明土地管理命令（民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。

以下この条において同じ。）をすることができない。この場合において、同号の期間は、一箇月

を下ってはならない。 

 一 所有者不明土地管理命令の申立てがその対象となるべき土地又は共有持分についてあった

こと。 

 二 所有者不明土地管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明土地管理命令

の対象となるべき土地又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこ

と。 

 三 前号の届出がないときは、所有者不明土地管理命令がされること。 

３ 民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てをする場合に

は、その許可を求める理由を疎明しなければならない。 

４ 裁判所は、民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判又は同法第二百六十四条

の七第一項の規定による費用若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明土地

管理人（同法第二百六十四条の二第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この条

において同じ。）の陳述を聴かなければならない。 

５ 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。 

一 所有者不明土地管理命令の申立てを却下する裁判 

 二 民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てを却下する

裁判 

三 民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の申立てについての裁判 

６ 所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不

明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記を

嘱託しなければならない。 

７ 所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞な

く、所有者不明土地管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。 

８ 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所

有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、

その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令

の対象とされた土地（共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっ

ては、共有物である土地）の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供

託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告

しなければならない。 

９ 裁判所は、所有者不明土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。 

１０ 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき（管理すべき財産の全部が供託されたときを
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含む。）その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、所有者不明土地管理人若

しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所有者不明土地管理命令を取り消さなければな

らない。 

１１ 所有者不明土地等（民法第二百六十四条の三第一項に規定する所有者不明土地等をいう。

以下この条において同じ。）の所有者（その共有持分を有する者を含む。以下この条において同

じ。）が所有者不明土地等の所有権（その共有持分を含む。）が自己に帰属することを証明した

ときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明土地管理命令を取り消さなければ

ならない。この場合において、所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土

地管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属するこ

とが証明された財産を引き渡さなければならない。 

１２ 所有者不明土地管理命令及びその変更の裁判は、所有者不明土地等の所有者に告知するこ

とを要しない。 

１３ 所有者不明土地管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明土地等の所有者及び

その所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。 

１４ 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることがで

きる。 

一 所有者不明土地管理命令 利害関係人 

二 民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判 利害関係人 

 三 民法第二百六十四条の七第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判 所有者不明

土地管理人 

四 第九項から第十一項までの規定による変更又は取消しの裁判 利害関係人 

１５ 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

一 民法第二百六十四条の二第四項の規定による所有者不明土地管理人の選任の裁判 

二 民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の裁判 

１６ 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物

管理命令及び同条第四項に規定する所有者不明建物管理人について準用する。 

（管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令） 

第九十一条 民法第二編第三章第五節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産

の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 民法第二百六十四条の十第二項又は第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てをする場合

には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。 

３ 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなけれ

ばならない。ただし、第一号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経るこ

とにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。  

 一 管理不全土地管理命令（民法第二百六十四条の九第一項に規定する管理不全土地管理命令

をいう。以下この条において同じ。） 管理不全土地管理命令の対象となるべき土地の所有者 

 二 民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判 管理不全土地管理命令の対象とされた土地

の所有者 

 三 民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判 管理不全土地管理人（同法第
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二百六十四条の九第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下この条において同じ。） 

 四 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判 管理不全土地管理

人 

 五 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判 管理不全土地管理

人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者 

４ 次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。 

一 管理不全土地管理命令の申立てについての裁判 

二 民法第二百六十四条の十第二項の許可の申立てについての裁判 

三 民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の申立てについての裁判 

四 民法第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てを却下する裁判 

５ 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命

令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者

（その共有持分を有する者を含む。）のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされ

た土地の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法

務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。 

６ 裁判所は、管理不全土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。 

７ 裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき（管理すべき財産の全部が供託されたときを含

む。）その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、管理不全土地管理人若しく

は利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全土地管理命令を取り消さなければならない。 

８ 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができ

る。 

一 管理不全土地管理命令 利害関係人 

 二 民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判 管理不全土地管理命令の対象とされた土地

の所有者 

三 民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判 利害関係人 

 四 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判 管理不全土地管理

人 

 五 民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判 管理不全土地管理

人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者 

六 前二項の規定による変更又は取消しの裁判 利害関係人 

９ 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

一 民法第二百六十四条の九第三項の規定による管理不全土地管理人の選任の裁判 

二 民法第二百六十四条の十二第二項の許可の裁判 

１０ 第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の十四第一項に規定する管理不全建物

管理命令及び同条第三項に規定する管理不全建物管理人について準用する。 

 



現行の財産管理制度は、対象者の財産全般を管理する「人
単位」の仕組みとなっている。
→ 財産管理が非効率になりがちになり、申立人等の利用者
にとっても負担大。

特定の土地・建物のみに特化して管理を行う所有者不明土
地管理制度及び所有者不明建物管理制度を創設（新民法
264の2～264の8）
⇒ 土地・建物の効率的かつ適切な管理を実現

⇒ 所有者が特定できないケースについても対応が可能に

問題の所在

【不在者財産管理人】（民法25Ⅰ）
従来の住所等を不在にしている自然人の財産
の管理をすべき者がいない場合に、家庭裁判
所により選任され、不在者の財産の管理を行う。

【相続財産管理人】 （現民法952Ⅰ）
自然人が死亡して相続人がいることが明らかでない
場合に、家庭裁判所により選任され、相続財産の
管理・清算を行う。

【清算人】（会社法478Ⅱ）
法人が解散した（みなし解散を含む）が、清
算人となる者がない場合に、地方裁判所によ
り選任され、法人の財産の清算を行う。

・他の財産の調査・管理は不要であり、管理期間も短縮化する
結果、予納金の負担も軽減。
・複数の共有者が不明となっているときは、不明共有持分の総体
について一人の管理人を選任することが可能に。

・土地・建物以外の財産を調査して管理しなければならず、管理
期間も長期化しがち。予納金の高額化で申立人にも負担大。
・土地・建物の共有者のうち複数名が所在不明者であるときは、
不明者ごとに管理人を選任する必要があり、更にコストがかさむ。

現行法での所有者不明土地・建物の管理

改正法

申立権者 【利害関係人に当たり得る者の例】
○公共事業の実施者など不動産の利用・取得
を希望する者
○共有地における不明共有者以外の共有者

管理人による管理の対象となる財産

○ 土地・建物の所有者が、調査を尽くしても不明である場合には、土地・建物の管理・処分が困難になる。
○ 公共事業の用地取得や空き家の管理など所有者の所在が不明な土地・建物の管理・処分が必要であるケースでは、現行法上
所有者の属性等に応じて下記の財産管理制度が活用されている。

○ 管理命令の効力は、所有者不明土地（建物）のほか、土地（建物）にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産（売却代金等）、建物
の場合はその敷地利用権（借地権等）にも及ぶが、その他の財産には及ばない（新民法264の２Ⅱ、264の8Ⅱ）。

※ 所有者不明土地上に所有者不明建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる必要。土
地・建物の管理人を同一の者とすることも可能だが、土地・建物の所有者が異なるケース等では利益相反の可能性を考慮して慎重に判断。

○ 所有者不明土地・建物の管理について利害関係を有する利害関係人（新民法264の２Ⅰ、264の８Ⅰ）
※ 地方公共団体の長等には所有者不明土地管理命令・所有者不明建物管理命令の申立権の特例あり（R4改正所有
者不明土地特措法42Ⅱ・Ⅴ）。

所有者不明土地・建物管理制度①

→ 所有者を全く特定できない土地・建物については、既存の
各種の財産管理制度を利用することができない。

職務の終了
（管理命令の取消）

・ 売却代金は管理人が供託・公告
・ 管理すべき財産がなくなるなど管理
の継続が相当でなくなったときは、管
理命令を取消し

・ 管理命令の登記を抹消

発令要件等 【所有者の調査方法の例】
○登記名義人が自然人である場合
…登記簿、住民票上の住所、戸籍等を調査。
○登記名義人が法人である場合
…法人登記簿上の主たる事務所の存否のほか、代表
者の法人登記簿上・住民票上の住所等を調査。

○所有者が法人でない社団である場合
…代表者及び構成員の住民票上の住所等を調査。

※事案に応じて現地調査が求められる。

管理人の権限・義務等

管理命令の発令・
管理人の選任

異議届出期間の
公告申立て・証拠提出 管理人による

管理
・ 不動産所在地の地方裁判
所が管轄

・ 利害関係人が申立て
・ 管理費用の確保のため基本
的に予納金の納付が必要

・１か月以上の
異議届出期間等
を定めて、公告

・ 一部の共有者が不明であるときは、その持分を対象と
して発令

・ 管理人としてふさわしい者（弁護士、司法書士、土
地家屋調査士等）を事案に応じて選任

・ 管理命令の嘱託登記により選任の事実を公示

手続の流れ

○ 調査を尽くしても所有者又はその所在を知ることができないこと
○ 管理状況等に照らし管理人による管理の必要性があること
※ 処分の是非等の法的判断が必要となるケース（売却代金額の相当性の判断や、数人の者の共有
持分を対象として管理命令が発せられ、誠実公平義務の履行が問題となるケースを含む。）では弁護士・
司法書士を、境界の確認等が必要となるケースでは土地家屋調査士を管理人として選任する
ことが考えられる。

※ 区分所有建物については、所有者不明建物管理制度は適用されない（新区分所有法6Ⅳ）

○ 対象財産の管理処分権は管理人に専属し、所有者不明土地・建物等に関する訴訟（例：不法占拠者に対する明渡請求訴訟）に
おいても、管理人が原告又は被告となる（新民法264の4、264の8Ⅴ） 。

○ 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分（売却、建物の取壊しなど）をすることも可能
（新民法264の3Ⅱ、264の8Ⅴ）。売却の際には、管理人は、借地関係等の利用状況や売買の相手方を慎重に調査することが重要。
※ 不明相続人の遺産共有持分について選任された管理人は、遺産分割をする権限はないが、遺産共有持分に係る権限の範囲内での管理行為や、持分の処分が可能。

○ 管理人は、所有者に対して善管注意義務を負う。また、数人の共有者の共有持分に係る管理人は、その対象となる共有者全員
のために誠実公平義務を負う。 （新民法264の5、264の8Ⅴ）
○ 管理人は、所有者不明土地等(予納金を含む)から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受ける(費用・報酬は所有者の負担)。
(新民法264の7Ⅰ・Ⅱ)
○ 土地・建物の売却等により金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告（新非訟法90Ⅷ、XⅥ）。

所有者不明土地・建物管理制度②



管理不全土地・建物への対応

改正法問題の所在

・ 管理不全土地・建物について継続的な管理を行うことができない。
・ 実際の状態を踏まえて適切な管理措置を講ずることが困難。

申立権者・発令要件等

【管理不全土地・建物の例】
○ひび割れ・破損が生じている擁壁を土地所有者が放置しており、隣地に倒壊するおそれがあるケース
○ゴミが不法投棄された土地を所有者が放置しており、臭気や害虫発生による健康被害を生じているケース

【利害関係人に当たり得る者の例】
○倒壊のおそれが生じている隣地所有者
○被害を受けている者

○ 所有者による管理が適切に行われず、荒廃・老朽化等によって危険を生じさせる管理不全状態にある土地・建物は、近隣に
悪影響を与えることがある。

○ このような土地・建物は、所有者の所在が判明している場合でも問題となる。

現行民法では、危険な管理不全土地・建物については、物権
的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権等の権利に基づ
き、訴えを提起して判決を得、強制執行をすることによって対応

しかし、管理不全状態にある不動産の所有者に代わって管理
を行う者を選任する仕組みは存在しないため、対応が硬直化

管理不全土地・建物について、裁判所が、利害関係人の
請求により、管理人による管理を命ずる処分を可能とする管
理不全土地・建物管理制度を創設（新民法264の9～264の
14）。

○ 管理不全土地・建物の管理についての利害関係を有する利害関係人が申立権を有する。利害関係の有無は、個別の事案に
応じて裁判所が判断。
※ 市町村長には管理不全土地管理命令・管理不全建物管理命令の申立権の特例あり（R4改正所有者不明土地特措法42Ⅲ～Ⅴ）。

○ 所有者による土地又は建物の管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され、又はそのおそれがあり、
土地・建物の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性が認められる場合に発令。

※ 所有者が発令に反対していても、法律上は発令可能。もっとも、所有者がそこに居住しており、管理行為を妨害することが予想されるなど、管理人に
よる実効的管理が期待できないときは、管理命令ではなく、従来どおり訴訟（物権的請求権の行使等）によって対応することが適切。

※ 区分所有建物については、管理不全建物管理制度は適用されない（新区分所有法6Ⅳ）。

⇒管理人を通じて適切な管理を行い、管理不全状態を解消
することが可能に

管理不全土地・建物管理制度①

○ 管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得ることにより、これを超える行為をすることも可能。
○ 土地・建物の処分（売却、建物の取壊し等）をするには、その所有者の同意も必要。

※ 動産の処分については所有者の同意は不要。 （新民法264の10Ⅲ、264の14Ⅳ）
○ 管理処分権は管理人に専属しない。管理不全土地・建物等に関する訴訟においても
所有者自身が原告又は被告となる。

○管理人は、所有者に対して善管注意義務を負う。また、管理命令が共有の土地・建物について発せられたときは、共有者全員の
ために誠実公平義務を負う（新民法264の11、264の14Ⅳ） 。

○ 管理人は、管理不全土地等（予納金を含む）から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受ける（管理費用・報酬は、
所有者の負担）（新民法264の13Ⅰ・Ⅱ、264の14Ⅳ）。

○ 金銭が生じたときは、管理人は、供託をし、その旨を公告（新非訟法91Ⅴ、Ⅹ）。

管理人による管理の対象となる財産

管理人の権限・義務等

【管理人が行う管理行為の例】
○ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事
○ゴミの撤去、害虫の駆除

管理命令の発令・
管理人の選任所有者の陳述の聴取申立て・証拠提出 管理人による管理 職務の終了

（管理命令の取
消）

・ 不動産所在地の地方裁
判所が管轄

・ 利害関係人が申立て

・ 管理費用の確保のため基
本的に予納金の納付が
必要

・ 原則として、所有者の陳述聴
取が必要

・ ただし、これにより申立ての目
的を達することができない事情
があるとき（例：緊急に修繕措
置を施す必要があるケース）は不
要

・ 管理命令は、所有者に告知され、所有者等の利
害関係人は即時抗告可（非訟法56Ⅰ、91Ⅷ①、
91Ⅹ）

・ 共有の土地・建物であっても、共有持分単位では
なく、土地・建物を対象として発令

・ 管理人として、弁護士、司法書士等のふさわしい者
を事案に応じて選任

※ 管理命令についての登記はされない

・ 売却代金は必要に応じて管
理人が供託・公告

・ 管理不全状態が解消するな
ど、管理の継続が相当でなく
なったときは、管理命令を取
消し

手続の流れ

○ 管理命令の効力は、管理不全土地（建物）のほか、土地（建物）にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産（売
却代金等）、建物の場合はその敷地利用権（借地権等）にも及ぶが、その他の財産には及ばない。

※ 管理不全土地上に管理不全建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し
立てる必要。

管理不全土地・建物管理制度②



○ 土地の所有者の所在が不明である場合には、不在者財産管理制度等の既存の財産管理制度と、新たに設けた所有者不明
土地管理制度の要件をいずれも満たし得る。さらに、加えて、土地が管理不全状態にもあるときは、管理不全土地管理制度の要
件をも満たすことになる。

○ どの財産管理制度を利用するかは、手続の目的、対象となる財産の状況や、管理人の権限等の違いを踏まえ、個別事案に応
じて、適切な制度を申立人自身で適宜選択することが想定される。（※１）

（※１）表題部所有者不明土地については、法務局による探索の結果表題部所有者として登記すべき者がない旨の登記がされる前であれば、所有者
不明土地管理制度を利用することになり、その旨の登記がされた後であれば、表題部所有者不明土地法に基づく管理制度によって対応することとなる
（新表題部所有者不明土地法32Ⅰ） 。

（※２）管理不全土地管理命令の手続においては、 原則として所有者の陳述聴取が必要であるが、これにより申立ての目的を達することができない事
情があるときは、これを不要としている（新非訟法91Ⅲ①）。

管理の対象

管理命令に関する裁判所の手続 管理人の権限等

管轄裁判所 公
告

所有者の
陳述聴取

管理命令の
登記の嘱託 権限の専属

土地の処分を
する場合

遺産分割
への参加
の可否

不在者財産
管理制度 不在者の財産全般

不在者の従来の
住所地・居住地
の家庭裁判所

― ― ― ― 裁判所の許可 ○

所有者不明
土地管理制度

個々の所有者不明
土地（土地にある
動産を含む。）

土地の所在地の
地方裁判所 ○ ― ○ ○ 裁判所の許可 ×

管理不全土地
管理制度

個々の管理不全
土地（土地にある
動産を含む。）

土地の所在地の
地方裁判所 ― ○（※

２） ― ―
所有者の同意

＋
裁判所の許可

×

財産管理制度の相互関係


